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仕事の事の02
開発建設部

メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
、
石
油
・
天
然
ガ

ス
等
の
海
底
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
多
数
賦

存
し
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
確
保
に
資

す
る
低
潮
線
の
保
全
が

緊
急
の
課
題
と
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
遠
隔

地
に
あ
る
離
島
は
排
他

的
経
済
水
域
等
の
利
用

上
重
要
な
位
置
に
あ
り

ま
す
が
、
港
湾
等
の
利

用
活
動
の
た
め
の
拠
点

施
設
が
整
備
さ
れ
て
い

な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

（
２
）
目
的

　

低
潮
線
の
保
全
及
び

拠
点
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
基
本
計
画

の
策
定
、
低
潮
線
保
全
区
域
に
お
い
て
必

要
な
規
制
、
特
定
の
離
島
を
拠
点
と
す
る

排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
並

び
に
利
用
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
我
が

国
の
経
済
社
会
の
健
全
な
発
展
及
び
国
民

生
活
の
安
定
向
上
を
図
り
ま
す
。

（
３
）
基
本
計
画

　

低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備

等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
の
た
め
の
基
本

計
画
の
策
定
、
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点

施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、

低
潮
線
の
保
全
を
図
る
た
め
に
行
う
措
置

に
関
す
る
事
項
、
特
定
離
島
に
お
け
る
拠

点
施
設
の
整
備
の
内
容
等
を
定
め
ま
す
。

 

２　

新
た
な
事
務

　

天
然
資
源
の
探
査
及
び
開
発
、
海
洋
環

境
の
保
全
そ
の
他
の
活
動
の
場
と
し
て
重

要
で
あ
る
排
他
的
経
済
水
域
等
の
保
全
を

図
る
た
め
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸

棚
に
係
る
海
域
の
限
界
を
画
す
る
基
礎
と

な
る
低
潮
線
等
の
保
全
を
実
施
し
ま
す
。

低
潮
線
保
全
と
は
？

　
〜
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
へ
の
取
組
〜

　

今
、
尖
閣
諸
島
な
ど
国
の
端
境
と
な
る

領
域
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
沖

縄
総
合
事
務
局
で
は
、
平
成
22
年
６
月
２

日
に
公
布
さ
れ
た
「
排
他
的
経
済
水
域
及

び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た

め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
低
潮
線
保

全
法
」
と
い
う
。）」
に
基
づ
き
、
排
他
的

経
済
水
域
の
保
全
を
図
る
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。

※

低
潮
線
と
は
、
重
要
な
領
域
（
領
海
な
ど
）

を
決
め
る
基
準
と
な
る
線
で
、
干
満
に
よ
り

海
面
が
最
も
低
く
な
っ
た
と
き
の
陸
地
と
水

面
の
境
界
、
排
他
的
経
済
水
域
等
の
限
界
を

画
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

 

１　

低
潮
線
保
全
法
の
概
要

（
１
）
背
景

　

排
他
的
経
済
水
域
の
面
積
（
約
４
０
５

万
k㎡
）
を
設
定
。
平
成
20
年
11
月
の
大
陸

棚
延
長
申
請
、
平
成
21
年
３
月
の
「
海
洋

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
鉱
物
資
源
開
発
計
画
」
の

策
定
、
平
成
21
年
12
月
の
「
海
洋
管
理
の

た
め
の
離
島
の
保
全
・
管
理
の
あ
り
方
に

関
す
る
基
本
方
針
」
の
決
定
等
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、排
他
的
経
済
水
域
等
に
は
、

コ
バ
ル
ト
リ
ッ
チ
ク
ラ
ス
ト
、レ
ア
メ
タ
ル
、
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（
１
） 

低
潮
線
保
全
区
域
の
指
定

（
内
閣
官
房
総
合
海
洋
政
策
本
部
と
国
土
交

通
省
の
共
同
指
定
）

　

排
他
的
経
済
水
域
等
の
限
界
を
画
す
る

基
礎
と
な
る
低
潮
線
等
の
周
辺
の
水
域
で

保
全
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
区
域
指

定
し
ま
す
。

　

区
域
内
で
は
、
土
地
の
掘
削
等
の
行
為

が
禁
止
さ
れ
、
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則

を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
底
の

地
形
、
地
質
そ
の
他
の
低
潮
線
及
び
そ
の

周
辺
の
自
然
的
条
件
に
つ
い
て
調
査
に

よ
っ
て
確
認
を
行
い
、
必
要
最
小
限
度
の

区
域
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
２
） 

行
為
規
制

　

低
潮
線
保
全
区
域
内
に
お
い
て
海
底
の

掘
削
等
低
潮
線
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
長
崎
男
女
群
島
鮫
瀬
の
低
潮
線
が
約
２
㎞
後

退
す
る
と
約
78 

k㎡（
東
京
ド
ー
ム
約
１
７
０

０
個
分
）
の
排
他
的
経
済
水
域
面
積
が
減
少

し
ま
す
。

（
３
）
状
況
調
査
、
巡
視
等

　

衛
星
画
像
や
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
を
活

用
し
、
低
潮
線
及
び
そ
の
周
辺
の
人
為
的
な

損
壊
や
自
然
浸
食
等
の
状
況
調
査
、
巡
視
を

行
う
と
と
も
に
、
低
潮
線
保
全
区
域
を
周
知

す
る
た
め
に
看
板
を
設
置
し
ま
す
。

 

３　

沖
縄
総
合
事
務
局
の
取
組

（
１
） 

平
成
23
年
度
実
施
内
容

①
巡
視
区
域
：
34
区
域
（
全
38
区
域
）

②
巡
視
方
法
：
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
利
用

③
他
機
関
と
の
連
携

・
海
上
保
安
庁
か
ら
の
航
空
写
真
の
提
供

・
関
係
自
治
体
等
へ
の
低
潮
線
保
全
法

の
説
明

④
巡
視
結
果
：
制
限
行
為
等
な
し
、
明
確

な
地
形
変
化
等
な
し

⑤
低
潮
線
保
全
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
の

設
置

・
沖
縄
地
方
の
低
潮
線
保
全
区
域
に
係

る
関
係
行
政
機
関
の
対
応
等
に
つ
い

て
総
合
的
に
連
絡
調
整
し
、
も
っ
て
、

日
本
国
の
領
海
及
び
排
他
的
経
済
水

域
等
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

⑥
看
板
設
置
：
３
基
を
設
置
（
与
那
国
島
）

（
２
）
平
成
24
年
度
実
施
内
容

①
巡
視
区
域
：
34
区
域
を
予
定

②
巡
視
方
法
：
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
利
用

③
他
機
関
と
の
連
携

・
海
上
保
安
庁
か
ら
の
航
空
写
真
の
提
供

・
低
潮
線
保
全
沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会

開
催

④
看
板
設
置
：
１
基
（
宮
古
島
）

 

４　

今
後
の
課
題

　

平
成
24
年
度
は
、
巡
視
を
効
果
的
・
効

率
的
に
行
う
た
め
、
巡
視
ル
ー
ト
、
時
期
、

巡
視
時
の
潮
位
及
び
写
真
・
ビ
デ
オ
の
撮

影
方
法
等
を
見
直
し
、
低
潮
線
保
全
の
取

組
強
化
と
し
て
、
違
反
行
為
や
事
故
、
台

風
等
の
自
然
災
害
等
に
よ
る
保
全
区
域
の

損
傷
等
に
対
す
る
活
動
計
画
の
検
討
を
行

う
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
巡
視
に
よ
り
低
潮
線
保
全
区
域

の
変
状
等
を
発
見
し
た
際
の
関
係
機
関
と

の
連
絡
体
制
を
確
立
し
ま
す
。

 

５　

終
わ
り
に

　

低
潮
線
保
全
区
域
の
巡
視
は
、
我
が
国

の
天
然
資
源
の
探
査
及
び
開
発
、
海
洋
環

境
の
保
全
そ
の
他
の
活
動
の
場
と
し
て
重

要
な
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
基

点
で
あ
る
低
潮
線
の
保
全
を
図
る
た
め
極

め
て
重
要
な
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
沖

縄
総
合
事
務
局
に
お
い
て
は
、
今
後
も
低

潮
線
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
調
査
・

巡
視
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

巡視結果（硫黄鳥島）

巡視結果（魚釣島）

低潮線保全区域の設定方法

看板設置状況
（与那国島）
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第101号 第100号

第109号 第108号


